
資料6－（D  

平成20年8月20日  

「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会  

海野委員提出資料  

周産期医療システム全体に影響しているNlⅢ医師不足を  

解決するためのインセンティブ付与について  

新生児医療連絡会 会長 梶原眞人  

事務局長 杉浦正俊  

共通認識  

1，新生児集中治療室（NICU）病床の不足とその背景  

■周産期医療対策整備事業（平成8年5月10日児発買488号）により、出生1000に対しNICU2  

床を目標に整備が開始され、平成17年には診療報酬届出数2032床（1．9床／出生1000）と  

なった。しかし、少子化にもかかわらずハイリスク新生児（低出生体重児）は約30％増  

加、新生児死亡率は朋％改善（平成6年比）、長期入院症例も3年で2．8％から3．8％へ増加し  

た。  

→この結果、NICU病床は絶対的に不足するようになった（必要病床数に関する厚生  

労働科学研究が進行中）。  

2，NICU病床不足の影響  

・日本産婦人科医会および厚生労働省調査によれば、母体搬送が困難であった理由の約  

9割が「NICU満床」である。さらにNICU不在はハイリスク分娩取り扱い停止に直結する  

（例、日野市立病院）。   

→ N）CUはハイリスク産科診療に不可欠であり、MCU不足は産科救急システム全体  

を危機に陥れている。  

3，NICU医師（新生児科医）の不足  

，新生児科医の99％が医師不足を実感している。医療圏を無視した単純計算においても  

全国約1，500名の専従医師が必要であるのに対し、2005年時点での専従医師は948名にと  

どまっている。  

・NICU病床不足に対して76％の施設がMCU増床の意志を示しているが、79％の施設で新生  

児科医の確保が障壁となっている（新生児医療連絡会調査）。  

・新生児科医不足は都道府県別新生児死亡率に影響を及ぼしている可能性が高い。   

→ 現在のMCUにおいては新生児科医不足が最大の危機的課題である。  
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4，新生児科医不足の理由  

・24時間体制を維持するのに必要な医師数を満たしているのは全国250施設中73施設に  

すぎない。この結果、86％の施設で当直勤務後も通常勤務が行われ（32時間連続労働制）、  

1ケ月の時間外労働時間は平均155，8時間に達するなど過酷な勤務体制となっている。体  

力的限界を理由に、現役医師の約2／3が離職を考慮している。  

・医学部生の6割が、新生児科は時間が不規則で重労働というイメージを持っている。  

→NICU医師を確保、新生児医療体制の崩壊を阻止するためには勤務態勢の改善が  

急務である。  

5，新生児医療の特殊性  

・新生児科および新生児科医は小児科の一専門部門に所属することが多いが、小児科と  

異なり小児医療システムではなく周産期医療システムに包含される。  

→産科・小児科医療システム整備に際して特段の留意が必要である。  

対応毘1、いわゆ郷給しては  

どうか？  

1．業務内容からみてNICUにおいては交替勤務制を原則とすべきである。  

2，現実には当直という名の下に24時間診療体制が行われている。  

3，少ない医師が当直体制で診療するほうが、交替勤務制を導入するより病院の利益と  

なる可能性が高い（負のインセンティブ）。  

以上よリ  

4，過渡期の対応策として、原則通り当直時間はすべて時間外勤務と見なしてはどう  

か？ 時間外勤務と見なすことで過労死基準を超えることも予想されるが、下記特例を  

もうけることで現状を追認する（病院管理者に対する有期限かつ一定の免責）。  

・管理者は有期限の勤務態勢改善に向けた努力計画を提示  

・勤務者は自己管理のもとに時間外勤務を行うことを表明（撤回する権利の保留）  

・上記の協定を文書により記録、一定期間ごとに見直しを行う。  

・時間外勤務に対して法令で定める勤務手当を全額支給  

5，収入に応じて医師数の増加が期待できるほか（医師へのインセンティブ）、適切な  

人員による交替勤務制を導入する方が人件費の節約が可能であることから（病院へのイ  

ンセンティブ）、現状の打開が期待される。  
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6，経費試算  

上記実施に必要な経費は以下のように試算される。  

・社会保険認可MCU全国250施設（うち15床以上の施設27）において、1名（おおむね  

15床以上の施設では2名）の当直が行われていることより、日本全体の総当直のべ日数  

は以下の通りとなる  

（223施設＋27施設x2）x365日／年＝101，105日／年  

・当直1回あたり16時間の時間外勤務が行われるとし、時間外手当の単価を仮に4800  

円／時間（正確な資料を持たないため基本給月植60万円より逆算、割増賃金を含む）と  

した場合の支給客引ま以下の通リ  

16時間／日xlOl．105日／年x4800円／時間＝了7．6億円・・一・ ・（1）  

・既に支給されている1回あたりの当直料を、仮に2万円（その他の手当が支給されて  

いる施設も存在する可能性あり）とすると、既支給額は以下の通り  

101，105日／年x2万円／回＝202210万円／年＝20．2億円／年・■・・（2）  

・上記（2）より（1）をひいたものが新たに生じる必要経費となる  

77．6億円－20．2億円＝57．4億円  

対応策2、  新生児科研修■新生児専門医の育成・就職仲介システム  

の検討  

・医師不足対策として医学部定員の増加が検討されているが、NICU医師の増加には直結  

しない。一方．．条件次第で働きたいと考えている医師はいても、病院と医師をつなぐ人  

事システムは、この機能を担ってきた医局制度が崩壊しつつありながら、代わるものは  

確立していない。  

・都道府県単位もしくは全大学病院単位で人事機能の再構築が模索されているが、新生  

児医療のような分野は研修施設数も少なく、一都道府県内もしくは一大学病院で完結す  

ることは困難である。適材適所を担保するためには専門知識を持つ専門家集団が対応す  

る必要がある。  

・新生児科研修・専門医育成のあり方を専門家が早急に検討し、システム構築につなげ  

ていく必要がある。→専門家による検討の場を作る必要がある。  
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資料6肌②  

「安心と希望の医療確保ビジョン」 具体化に関する検討会  

海野委員提J出身料  

平成20年3月 20日  

「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会への意見  

一病院薬剤師の立場から－  

矢接和夫  

北里大学薬学部教j受・北里大学病院薬剤部長  

社団法人 日本病院薬剤師会 常務理事  

提 言  

O 「安心と希望の医療改革ビジョン」における職種間の協働・チーム医療の充実を実現  

するためには、病院薬剤師数を、チーム医療上有効な役割を果たすことのできる水準  

まで早急に増加させる必要がある。→ 病院薬剤師の採用を促進する補助事業を行っ  

てはどうか。  

◎ 「安心と希望の医療確保」に必要な薬剤師のあり方に関して他の職種・専門分野との  

バランスをとりつつ検討する、専門家による検討の場を早急に作り、中長期的な視野  

にたった検討を行う必要がある。→ 大きく変革する医療体制の中で必要性が高まっ  

ている「病院薬剤師の配置標準見直し」の前倒しを行ってはどうか。  

基本的前提  

⑳  j安心と希望の医療確保ビジョン」幸枝告書には以下のような記載がある。  

Ⅲ．具体的な政策  

1医療従事者等の数と役割  

（4）職種間の協働・チーム医療の充実  

イ．医師と歯科医師・薬剤師等との協働の充実  

＞「医療機関に勤務する薬剤師がチーム医療の担い手として活動するために、病  

棟等での薬剤管理や、医師・看護師と患者・家族の間に立ち服薬指導を行う  

などの業務の普及に努める。また、医薬品の安全性確保や質の高い薬物療法  

への参画を通じ医師等の負担軽減に貢献する観点から、チーム医療における  

協働を進めるとともに、資質向上策の充実も図る。」   



● 薬剤師の現状  

＞ 薬剤師数は全体としては急速に増加してい  

る。  

＞ 2003年に20年ぶりに薬学部が新設されて  

から続々と薬学部が作られている。この5  

年間で薬学部がある大学の校数は1．5倍、  

定員は1．6倍に増加した。今後薬剤師養成  

数はさらに増加していくことになる。  

＞ その中で、病院薬剤師数は、近年頭打ちに  

なっている。   

＞ その結果、病院における薬剤師数と医師数  

の比は低下傾向を示している。  

全英杓l簿1敗の年次准夢  
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病l戻薬剤師数の年次推凋  

● 医療法における病院薬剤師の配置標準  

＞ （一般病床、感染症病床、結核病床） 入  

院患者70人に対Lて1人  

＞ （療養病床、精神病床） 入院患者150  

人に対して1人  

＞ （外来処方せん） 75枚に対して1人   

＞  ※ 特定機能病院は人員配置の「基準」  

が規定（薬剤師 30：1）  
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尋 平成19年8月10日付けの「病院における薬；▼98…9…92t9…9……。。200220…06   

剤師の業務及び人員配置に閲する検討会」報告書においては、以下のような指摘がな   

されている。  

（1）人員配置に関する実態   

＞ 病院において勤務している薬剤師数については、平成17年の病院報告によれば、  

常勤換算で40，119・6人であり、100床当たり2．5人である。また、医療法第25条  

に基づく立入検査の結果では、平成】＿7年度の適合率は90．7％であり、前回の検  

討会当時である平成13年の85．4％より改善は見られているが、北海道∵東北地  

域では86・2％、近畿地域では96．3％であるなどの地域格差が見受けられる。   

＞ 一方で、今回の実態調査において、現在の薬剤師数に関する認識の項目で 、「業務  

を遂行するのに十分な数が確保されている」と回答した施設は10．9％のみであり、  

病院の病床規模とは反比例する傾向が見られた。また、業務を遂行するのに十分  

な人数には、あと1～3人不足が35．5％、あと4～10人不足が32．4％と回答し  

ており、多くの施設では薬剤師が不足しているとの認識であった。  

加   ＝ ニ▲：   



さらに、平成17年度の採月］の岡葉馴生に関する調査項目では、常勤薬剤師の採用に  

ついて、採用困難が19，7％、非常に困難が34．1％との回答であり、容易に採用で  

きたとの回答があった施設は9．6％のみであった。   

＞ ニのように、医療法の人員配置標準については、9割以上の病院で満たしている  

ものの、地域格差が見られ、また、業務の遂行に十分な人員に達していないとの  

認識の病院が多いものの、採用については困難であるとの実態が明らかとなった。  

（2）業務の多様化・複雑化、薬学教育6年制等による環境の変化   

＞ 今回の実態調査におい て、各業務について、小規模な病院や薬剤師数の少ない病  

院でも実施している病院がある一方で、大規模な病院や薬剤師数の多い病院でも  

実施していない病院があるなど、業務の内容は多様化・複雑化しており、その病  

院の規模や機能にもより、求められる業務は異なるものである。   

＞ さらに、オーダーーリングシステム・電子カルテ等のIT化の推進による業務の効  

率化（今回の実態調査によれば、オーダーーリングシステムの入院外来処方への導入  

率は：うL8％）、医薬分業の進展（平成17年度の分業率は54．1％）、平成18年度か  

ら始ま／つた薬学教育6年制への移行等、病院薬剤師を取りまく環境が変化してき  

ていることも人員配置を考える上で考慮すべきである。  

（二う）人員配置のあり方   

＞ 病院薬剤師の役割の重要性が高まってきていることについては、本検討会におい  

ても、改めて認識されたところではあるが、今回の実態調査の結果と本報告書で  

提言した病院薬剤師のあるべき業務と役割を踏まえた人員配置のあり方を検討す  

ると、 ア）現行の人員配置標準を満たしている病院は多いが、地域格差が見受け  

られること、イ）勤務している薬剤師数は不足しているとの認識が多いが、一方  

で採用が困難な状況があること、ウ）業務の内容は多様化・複雑化しており、そ  

の病院の規模や機能により求められる業務は異なること、エ）薬学教育6年制が  

平成18年よりスタートしたばかりであり、薬科大学・薬学部の新設あるいは薬事  

法の改正等の影響も踏蓋えた、今後の薬剤師の需給動向を見定めるべきであるこ  

と、等といったことを考慮すると、現行の人員配置標準をただちに見直す必要性  

までは認められないものの、当該柄院の規模や機育引こ応じて、個々の病院で必要  

な医薬品関連の業務が実施されるのに十分な薬剤師数を確保していくことが重要  

であると考える。  

⑳ 病院薬剤師が、チーム医療の中で積極的役割を果たすには、  

＞ 病院薬剤師を他の職種とのバランスを保ちながら、少なくとも全病棟に薬剤師を  

配置するなど適正数まで増加させること、  

タ レジデント制度の導入などチーム医療に必要な資質の充実を図ること、  

が必要である。  
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病院薬剤師の人員増により充実した実施が期待できる業務  

＞ 医療・薬物治療の安全確保と質の向上のための業務  

◆ 医療の安全確保のための薬歴に基づく処方鑑査の充実  

◆ 患者情報に基づく服薬指導と薬学的ケアの実施（病棟における医薬品闘連業  

務への参画）  

◆ 入院患者の持参薬管理  

◆ 注射剤処方せんに基づく調剤の実施  

◇ がん化学療法への参画  

ヰ 手術室，集中治療室等における病院薬剤師による医薬品の適正管理  

◆ 高齢者に対する適正な薬物療法への参画  

◆ 精神科領域薬物療法における患者の服薬遵守の向上  

◆ チーム医療への参画による安全性の確保と質の向上  

◆ （感染制御チーム，緩和ケアチーム，裾瘡対策チーム，栄養サポートチーム  

等への参画）  

令 患者個々に応じた薬物療法への参画（院内特殊製剤の調製，薬物血中濃度の  

測定・解析による薬物療法の最適化）  

◆ 夜間・休日における病院薬剤師の業務の実施  

＞ 医療の安全確保のための情幸剛こ関する業務  

◆ 医療安全確保のための情報の共有化  

令 医薬品の採用に必要な情報の収集と提供  

＞ その他の業務  

◇ 教育・研修への積極的な関与（6年制薬学教育への対応）  

●  
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